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処遇改善加算についての情報公開 

 

 当法人では令和 8 年 4 月１日より、諸要件を満たし処遇改善加算の申請をおこないました。 

当該加算を算定するにあたり、 

A.現行の福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得していること。 

Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件賃金体系の整備をすること。 

Ⅱ…資質向上のための計画を算定して、研修の実施または研修の機会を設けること。 

Ⅲ…経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する 

仕組を設けること。 

   Ｂ.福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みをおこなっていること。 

   Ｃ.福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページの掲載等を通じた見える化を 

おこなっていること。 

   D,ベースアップ加算として、基本給・資格手当の一部を処遇改善加算から充当する。 

        (処遇改善加算の１/２相当の金額を賃金改善に使用する) 

    充当額については、雇用契約書に記載し署名捺印をもって承諾とする。 

    また、残りの処遇改善加算については賞与の一部として能力に応じて支給する。 

 という 4 つの要件を満たしている必要があり実施いたします。 

Ｃの『見える化』要件とは、２０２０年度からの算定要件で、福祉サービスの情報公開制度や自社ホームページ

を活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表しているところ

です。 

 

区 分 職場環境要件項目 当事業所としての取り組み 

入職促進に向け

た取り組み 

①法人や事業所の経営理念やケア方針、人材育成

方針、その実現のための施策、仕組みなどの明確

化 

②事業者の共同による採用・人事ローテーショ

ン・研修のための制度構築 

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、

経験者、有資格者にこだわらない幅広い採用の仕

組みの構築（採用の実績でも可） 

④職業体験の受入れや地域行事への参加や

主催等による職業魅力度向上の取組の実施 

①方針や施策を定め、面接時にて案内を

している。 

②年に２回以上の外部研修参加の推進

を始め、入職から１年間にわたり３回の

研修をおこなう等、研修のための制度を

構築している。 

③多職種や子育て介護中の職員採用。 

④職場体験の受け入れができる環境整

備。 

 

資質の向上やキ

ャリアアップに

向けた支援 

 

 

 

⑤.働きながら介護福祉士取得を目指す者に

対する実務者研修受講支援や、より専門性の

高い介護技術を取得しようとする者に対す

るユニットリーダー研修、ファーストステッ

プ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提

供責任者研修、中堅職員に対するマネジメン

⑤管理者は職員の希望に応じてキャリ

アアップできる情報を提供し、費用面の

一部補助、資格取得のための学習時間を

保証する。 

 

 



 

資質の向上やキ

ャリアアップに

向けた支援 

 

 

 

 

ト研修の受講支援等 

⑥ 研 修 受 講 や キ ャ リ ア 段 位 制 度 等 と 人 事 考

課 と の 連 動 に よ る キ ャ リ ア サ ポ ー ト 制 度 の

導入 

⑦エルダー・メンター制度等の導入 

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キ

ャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の

確保 

⑥年間研修計画を策定し、研修の参加を

推奨している。 

⑦第三者相談役を配置し、安心して相談

できる場を整えている。 

⑧年 2回、今後のキャリアプランを一緒

に考える面談の確保 

両立支援・多様

な働き方の推進 

⑨子育てや家族などの介護等と仕事の両立を目

指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設

の整備 

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短

時間正規社員制度の導入、職員の希望に即した非

正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 

⑪有休休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのた

め、具体的な取得目標（付与日数の 30％以上）を

定めたうえで、取得状況を定期的に確認し、身近

な上司等から積極的な声掛けをおこなっている。 

⑫有給休暇の取得推進のため、情報共有や複数担

当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の

偏りの解消に取り組んでいる。 

⑨仕事と子育て家族等の介護が両立し

やすいよう、勤務調整や休暇取得など配

慮をおこなっている。 

⑩家庭の都合に合わせて働けるよう、日

給制で働ける非常勤の制度がある。 

⑪有休を取得しやすいよう、上司等から

の積極的な声掛けをおこなうと共に、有

休時には職員間で補いあう取り組み。 

⑫可能な限り希望に沿ったシフト調整

をおこなうと共に、有給休暇を取得しや

すいような職場の雰囲気作りをおこな

っている。 

腰痛を含む心身

の健康管理 

⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員

相談窓口の設置等相談体制の充実。 

⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ス

トレスチェックや従業者のための休憩室の設置

等健康管理対策の実施 

⑮福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護

技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する

腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の

研修等の実施 

⑯事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成等

体制の整備 

⑬社内の人に言えない悩みも相談しや

すいよう、メンタルヘルス窓口を外部に

設定。 

⑭常勤・非常勤に関わらず健康診断の実

施を推奨すると共に、全額もしくは一部

会社が料金を負担する。また休憩室を設

置している。 

⑮腰痛等を軽減するため、ストレッチを

日々取り入れると共に、研修を実施して

いる。 

⑯療育中における事故、苦情だけでな

く、職員や職場内での事故やトラブルを

想定したマニュアルを整備。 

生産性向上（業

務改善及び働く

環境改善）のた

めの取り組み 

 

 

 

 

⑰現場の課題の見える化（課題の抽出・過大の

構造化・業務時間調査の実施等）を実施してい

る。 

⑱５S 活動等の実践による職場環境の整備をお

こなっている 

 

 

 

⑰定期的に会議を開催し、課題の

抽出、課題の構造化をおこなって

いる。 

⑱5S 活動の制度を導入し、定期的

にチェック表で守れているかを確

認する整備の実施 

 

 



 

 

生産性向上（業

務改善及び働く

環境改善）のた

めの取り組み 

⑲業務手順書の作成や、記録・報告書様式の工

夫等による情報共有や作業負担の軽減 

⑳介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転

記が不要なもの。）、情報端末（タブレット

端末、スマートフォン端末等）の導入 

㉑業務内容の明確化と役割分担を行い、福

祉・介護職員が支援に集中できる環境の整

備。 

⑲各、業務ごとに手順書を作り一

定の職員だけに負担がかからない

ようにしている。また報告書等の

様式は必要な情報を簡略的に記入

し作業時間の軽減をおこなってい

る。 

⑳介護ソフトや ICT 化を行い、業務

効率を改善する。 

㉑業務内容の一覧を作成し、毎年役

割分担の調整や交代をおこない、特

定の職員だけに負担がかからないよ

う配慮している。 

 

やりがい・働き

がいの醸成 

㉒ミーティング等による職場内コミュニケ

ーションの円滑化による個々の介護職員の

気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改

善 

㉓地域社会への参加・包括の推進のための、

モチベーション向上に資する、地域の児童・

生徒や住民との交流の実施 

㉔利用者本位のケア方針など介護保険や法

人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 

㉕支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意

等の情報を共有する機会の提供 

㉒月に 1 回職場環境の改善に繋が

るミーティングを設け実施してい

る。 

㉓地域住民や児童も参加できるイ

ベントの実施。 

㉔年に 1 回、法人に設置している

方針やマニュアルを全職員に周知 

㉕利用者やその家族から頂いた謝意に

ついては、その都度職員全員で共有し

ている。または一定期間、職員室にて

掲示している。 

 

２０２６年４月１日 改定 


